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令和５年６月２７日（火）午前１０時 
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一般社団法人 三重県猟友会 

 

 



通 常 総 会 次 第 

 

１．開 会 

２．会長あいさつ 

３．功労者表彰（大日本猟友会長表彰） 

４．来賓祝辞 

  （休 憩） 

５．議長の選出 

６．議事録署名人の指名 

７．議 事 

    第１号議案 令和４年度事業報告及び収支決算報告について 

第２号議案 令和５年度事業計画及び収支予算について 

８．報告事項 

   公益目的支出計画実施報告書について 

９．閉    会 

 

 

 





 

第１号議案  

 

令和４年度事業報告及び収支決算報告について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自 令和 ４年 ４月 １日 

 

至 令和 ５年 ３月３１日 

 

 

 

 

 

 

 

－ 1 －



月　　日 行　事　名 会　　場 備考

令和4年4月10日 三重県猟友会射撃大会開催（参加者46名） 上野射撃場 事故防止委員会

令和4年5月24日 第1回講師会開催 メッセウイング・みえ　 講師会

令和4年5月31日 第1回監事会開催 三重県林業会館　 監事

令和4年6月3日 第1回総務委員会開催　 三重県林業会館　 総務委員会

令和4年6月9日 第1回理事会開催 サンワーク津 総務委員会

令和4年6月19日 第1回初心者狩猟免許取得講習会開催（100名） メッセウイング・みえ　 講師会

令和4年6月23日 三重県猟友会第５９回総会開催 メッセウイング・みえ　 総務委員会

令和4年6月23日 第2回理事会開催 メッセウイング・みえ　 総務委員会

令和4年7月5日 第3回理事会開催 メッセウイング・みえ　 総務委員会

令和4年7月23日 第2回初心者狩猟免許取得講習会開催（100名） メッセウイング・みえ　 講師会

令和4年7月27日 狩猟者登録事務説明会開催 メッセウイング・みえ　 総務委員会

令和4年7月27日 指定管理鳥獣捕獲等事業説明会開催 メッセウイング・みえ　 総務委員会

令和4年9月20日 第1回自然環境対策委員会開催 林業会館　 自然環境委員会

令和4年8月～12月末 狩猟等安全対策事業実施（猟期前練習）

令和4年9月5日
指定管理鳥獣捕獲等事業講習会開催
（津支部）

メッセウイング・みえ　 総務委員会

令和4年9月8日
指定管理鳥獣捕獲等事業講習会開催
（伊賀支部）

伊賀庁舎　 総務委員会

令和4年9月9日
指定管理鳥獣捕獲等事業講習会開催
（伊勢・鳥羽・南伊勢・度会.・玉城支部）

伊勢庁舎　 総務委員会

令和4年9月9日
指定管理鳥獣捕獲等事業講習会開催
（志摩支部）

志摩庁舎 総務委員会

令和4年9月12日
指定管理鳥獣捕獲等事業講習会開催
（いなべ・四日市・鈴鹿・亀山支部）

四日市庁舎　 総務委員会

令和4年9月13日
指定管理鳥獣捕獲等事業講習会開催
（松阪・多気・明和・大台・大紀支部）

松阪庁舎　 総務委員会

令和4年9月14日
指定管理鳥獣捕獲等事業講習会開催
（紀北支部）

尾鷲庁舎　 総務委員会

令和4年9月20日 捕獲向上研修（三重県獣害対策課） 亀山支部 総務委員会

令和4年9月1日～
令和5年3月15日

狩猟者登録事務

令和4年11月1日 会報誌　猟友４５号発行（2,700部） 総務委員会

令和４年１０月１５日～
令和５年２月２８日

指定管理鳥獣捕獲等事業実施
18支部
イノシシ959頭 ・ニホンジカ421頭

総務委員会

令和4年10月21日 キジ放鳥事業 菰野・亀山・伊勢・伊賀・志摩支部110羽 自然環境委員会

令和4年11月3日 獣害につよい三重づくりフォーラム 三重県総合文化センター 自然環境委員会

令和4年12月6日 わな実務講習会開催 青少年野外活動センター 総務委員会

令和4年12月14日 銃実務講習会開催 上野射撃場 総務委員会

令和5年2～3月 実のなる木植栽運動実施 四日市・津・志摩支部 自然環境委員会

令和5年3月15日 第2回総務委員会開催 林業会館 総務委員会

令和5年3月23日 第４回理事会開催 サンワーク津 総務委員会

令和４年度　事業報告

951名（上野・大阪・田辺・揖斐・愛知・京都笠取・京
北・土岐・関国際・須磨射撃場）

県内登録者（2,741件）県外登録者（321件）
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Ⅰ 資 産 の 部

１ 流 動 資 産

現 金            66,417            64,670             1,747

普 通 預 金        38,696,422        20,969,396        17,727,026

未 収 金        76,869,720       124,577,500 　　　　　　△　　　　　　　　　　       47,707,780

斡 旋 物 品           118,283            42,576            75,707

未 収 消 費 税 等         1,133,200                 0         1,133,200

流 動 資 産 合 計       116,884,042       145,654,142 　　　　　　△　　　　　　　　　　       28,770,100

２ 固 定 資 産

(1) 特 定 資 産

建 物 管 理 引 当 定 期 預 金        16,163,194        15,661,510           501,684

備 品 購 入 引 当 定 期 預 金         2,868,430         2,768,159           100,271

退 職 給 付 引 当 定 期 預 金         9,409,827         8,909,818           500,009

特 定 資 産 合 計        28,441,451        27,339,487         1,101,964

(2) そ の 他 固 定 資 産

建 物         5,649,311         5,851,495 　　　　　　　　　△　　　　　　　          202,184

什 器 備 品            78,100           117,090 　　　　　　　　　　△　　　　　　           38,990

建 物 付 属 設 備           801,382           862,984 　　　　　　　　　　△　　　　　　           61,602

そ の 他 固 定 資 産 合 計         6,528,793         6,831,569 　　　　　　　　　△　　　　　　　          302,776

固 定 資 産 合 計        34,970,244        34,171,056           799,188

資 産 合 計       151,854,286       179,825,198 　　　　　　△　　　　　　　　　　       27,970,912

Ⅱ 負 債 の 部

１ 流 動 負 債

未 払 金        53,481,752        82,180,226 　　　　　　△　　　　　　　　　　       28,698,474

預 り 金           124,130           361,011 　　　　　　　　　△　　　　　　　          236,881

未 払 消 費 税 等                 0         4,606,600 　　　　　　　△　　　　　　　　　        4,606,600

流 動 負 債 合 計        53,605,882        87,147,837 　　　　　　△　　　　　　　　　　       33,541,955

２ 固 定 負 債

退 職 給 付 引 当 金         5,957,500         5,509,500           448,000

固 定 負 債 合 計         5,957,500         5,509,500           448,000

負 債 合 計        59,563,382        92,657,337 　　　　　　△　　　　　　　　　　       33,093,955

Ⅲ 正 味 財 産 の 部

１ 一 般 正 味 財 産        92,290,904        87,167,861         5,123,043

（ 内 特 定 資 産 へ の 充 当 額 ）        28,441,451（ ）       27,339,487（ ）        1,101,964（ ）

正 味 財 産 合 計        92,290,904        87,167,861         5,123,043

負 債 及 び 正 味 財 産 合 計       151,854,286       179,825,198 　　　　　　△　　　　　　　　　　       27,970,912

科 目 当 年 度 前 年 度 増 減

令和　 5 年　 3 月　31 日　現在

貸 借 対 照 表

（単位：円）
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Ⅰ 資 産 の 部

１ 流 動 資 産

現 金               0               0          66,417               0          66,417

普 通 預 金 　　　　△　　　　　　　　　　     44,796,388      60,608,400      22,884,410               0      38,696,422

未 収 金      73,069,000       3,799,520           1,200               0      76,869,720

斡 旋 物 品               0         118,283               0               0         118,283

未 収 消 費 税 等       1,002,347         127,817           3,036               0       1,133,200

流 動 資 産 合 計      29,274,959      64,654,020      22,955,063               0     116,884,042

２ 固 定 資 産

(1) 特 定 資 産

建 物 管 理 引当定期預金               0               0      16,163,194               0      16,163,194

備 品 購 入 引当定期預金               0               0       2,868,430               0       2,868,430

退 職 給 付 引当定期預金               0               0       9,409,827               0       9,409,827

特 定 資 産 合 計               0               0      28,441,451               0      28,441,451

(2) そ の 他 固 定 資 産

建 物               0               0       5,649,311               0       5,649,311

什 器 備 品               0               0          78,100               0          78,100

建 物 付 属 設 備               0               0         801,382               0         801,382

そ の 他 固 定 資 産 合 計               0               0       6,528,793               0       6,528,793

固 定 資 産 合 計               0               0      34,970,244               0      34,970,244

資 産 合 計      29,274,959      64,654,020      57,925,307               0     151,854,286

Ⅱ 負 債 の 部

１ 流 動 負 債

未 払 金      53,253,391               0         228,361               0      53,481,752

預 り 金               0          34,300          89,830               0         124,130

流 動 負 債 合 計      53,253,391          34,300         318,191               0      53,605,882

２ 固 定 負 債

退 職 給 付 引 当 金               0               0       5,957,500               0       5,957,500

固 定 負 債 合 計               0               0       5,957,500               0       5,957,500

負 債 合 計      53,253,391          34,300       6,275,691               0      59,563,382

Ⅲ 正 味 財 産 の 部

１ 一 般 正 味 財 産 　　　　△　　　　　　　　　　     23,978,432      64,619,720      51,649,616               0      92,290,904

（内特定資産への充当額）               0（ ）              0（ ）     28,441,451（ ）              0（ ）     28,441,451（ ）

正 味 財 産 合 計 　　　　△　　　　　　　　　　     23,978,432      64,619,720      51,649,616               0      92,290,904

負 債 及 び 正味財産合計      29,274,959      64,654,020      57,925,307               0     151,854,286

科 目 実施事業等会計 その他会計 法人会計 内部取引消去 総合計

令和  5 年  3 月 31 日 現在

貸 借 対 照 表 内 訳 表

（単位：円）
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Ⅰ 一 般 正 味 財 産 増 減 の 部

１ 経 常 増 減 の 部

(1) 経 常 収 益

① 特 定 資 産 運 用 益

特 定 資 産 受 取 利 息             2,729             1,576             1,153

② 受 取 会 費

三 重 県 猟 友 会 費         8,584,000         8,600,000 　　　　　　　　　　△　　　　　　           16,000

大 日 本 猟 友 会 費         7,761,300         7,867,000 　　　　　　　　　△　　　　　　　          105,700

③ 事 業 収 益

狩 猟 者 登 録 事 務 等 委 託 収 入         3,795,000         3,850,000 　　　　　　　　　　△　　　　　　           55,000

指定管理鳥獣捕獲事業委託費収入        72,050,000        70,400,000         1,650,000

狩 猟 免 許 予 備 講 習 会 収 入         3,051,000         2,999,000            52,000

証 紙 売 り 捌 き 手 数 料 収 入           119,787           119,665               122

共 済 事 務 手 数 料 収 入            88,200            83,900             4,300

購 買 品 売 却 収 入         1,313,570         3,361,540 　　　　　　　△　　　　　　　　　        2,047,970

射 撃 大 会 収 入           172,000                 0           172,000

養豚場野生動物侵入防止事業収入                 0        49,280,000 　　　　　　△　　　　　　　　　　       49,280,000

④ 受 取 補 助 金 等

猟 友 会 活 動 助 成 金         1,049,000         1,067,000 　　　　　　　　　　△　　　　　　           18,000

狩 猟 事 故 防 止 事 業 助 成 金         1,238,000         1,263,000 　　　　　　　　　　△　　　　　　           25,000

狩 猟 等 安 全 対 策 事 業 補 助 金         1,019,000         1,042,000 　　　　　　　　　　△　　　　　　           23,000

担 い 手 育 成 助 成 金 収 入         1,200,000         1,268,000 　　　　　　　　　　△　　　　　　           68,000

⑤ 雑 収 益

受 取 利 息               472               376                96

雑 収 益           866,252           761,172           105,080

経 常 収 益 計       102,310,310       151,964,229 　　　　　　△　　　　　　　　　　       49,653,919

(2) 経 常 費 用

① 事 業 費

事 業 経 費

給 料 手 当         9,408,436         8,440,164           968,272

臨 時 雇 賃 金         1,049,187         2,296,619 　　　　　　　△　　　　　　　　　        1,247,432

退 職 給 付 費 用           358,400           342,400            16,000

法 定 福 利 費           816,267           621,583           194,684

旅 費 交 通 費         3,074,295         1,900,932         1,173,363

通 信 運 搬 費           702,206           671,618            30,588

会 議 費         1,978,127           899,322         1,078,805

減 価 償 却 費           512,908         1,552,800 　　　　　　　△　　　　　　　　　        1,039,892

消 耗 什 器 備 品 費           150,000         2,110,904 　　　　　　　△　　　　　　　　　        1,960,904

消 耗 品 費           908,262         1,136,704 　　　　　　　　　△　　　　　　　          228,442

物 品 購 買 費           775,198         2,002,473 　　　　　　　△　　　　　　　　　        1,227,275

科 目 当 年 度 前 年 度 増 減

令和　 4 年　 4 月　 1 日から　令和　 5 年　 3 月　31 日まで

正 味 財 産 増 減 計 算 書

（単位：円）
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修 繕 費                 0            35,200 　　　　　　　　　　△　　　　　　           35,200

印 刷 製 本 費         1,094,203           975,851           118,352

広 告 宣 伝 費            30,000            30,000                 0

図 書 研 修 費           530,200           504,900            25,300

保 険 料         1,859,760         1,235,190           624,570

諸 謝 金           100,950           145,539 　　　　　　　　　　△　　　　　　           44,589

租 税 公 課         3,288,737         7,931,252 　　　　　　　△　　　　　　　　　        4,642,515

支 払 リ ー ス 料           195,029           195,029                 0

支 払 負 担 金                 0            30,000 　　　　　　　　　　△　　　　　　           30,000

キ ジ 代           495,000                 0           495,000

委 託 費        54,203,180        91,551,000 　　　　　　△　　　　　　　　　　       37,347,820

ク レ ー 代           138,500            19,800           118,700

狩 猟 等 安 全 対 策 事 業 費           951,000           984,000 　　　　　　　　　　△　　　　　　           33,000

共 通 管 理 費           441,141           384,131            57,010

渉 外 費            34,866            34,920 　　　　　　　　　　　　　　△　　               54

雑 費                 0            56,540 　　　　　　　　　　△　　　　　　           56,540

事 業 費 計        83,095,852       126,088,871 　　　　　　△　　　　　　　　　　       42,993,019

② 管 理 費

給 料 手 当           926,496           816,689           109,807

臨 時 雇 賃 金            44,773            47,133 　　　　　　　　　　　△　　　　　            2,360

退 職 給 付 費 用            89,600            85,600             4,000

法 定 福 利 費           723,862           414,394           309,468

福 利 厚 生 費           601,924            41,162           560,762

旅 費 交 通 費           188,184           183,620             4,564

通 信 運 搬 費            64,393            99,544 　　　　　　　　　　△　　　　　　           35,151

会 議 費           122,352            71,420            50,932

減 価 償 却 費           302,776           534,588 　　　　　　　　　△　　　　　　　          231,812

消 耗 什 器 備 品 費                 0            24,410 　　　　　　　　　　△　　　　　　           24,410

消 耗 品 費            15,246            73,278 　　　　　　　　　　△　　　　　　           58,032

修 繕 費                 0           202,762 　　　　　　　　　△　　　　　　　          202,762

印 刷 製 本 費            14,895            19,894 　　　　　　　　　　　△　　　　　            4,999

図 書 研 修 費            88,660             1,500            87,160

保 険 料            88,980            80,570             8,410

諸 謝 金           151,430            97,031            54,399

租 税 公 課         1,942,563         1,092,148           850,415

支 払 リ ー ス 料            65,011            65,011                 0

支 払 負 担 金           152,000            73,000            79,000

日 猟 支 払 負 担 金         7,761,300         7,867,000 　　　　　　　　　△　　　　　　　          105,700

支 払 寄 付 金           110,000            10,000           100,000

共 通 管 理 費           346,952           421,626 　　　　　　　　　　△　　　　　　           74,674

科 目 当 年 度 前 年 度 増 減

（単位：円）
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渉 外 費            78,388            93,757 　　　　　　　　　　△　　　　　　           15,369

雑 費           211,630           404,650 　　　　　　　　　△　　　　　　　          193,020

管 理 費 計        14,091,415        12,820,787         1,270,628

経 常 費 用 計        97,187,267       138,909,658 　　　　　　△　　　　　　　　　　       41,722,391

評価損益等調整前当期経常増減額         5,123,043        13,054,571 　　　　　　　△　　　　　　　　　        7,931,528

評 価 損 益 等 計                 0                 0                 0

当 期 経 常 増 減 額         5,123,043        13,054,571 　　　　　　　△　　　　　　　　　        7,931,528

２ 経 常 外 増 減 の 部

(1) 経 常 外 収 益

経 常 外 収 益 計                 0                 0                 0

(2) 経 常 外 費 用

経 常 外 費 用 計                 0                 0                 0

当 期 経 常 外 増 減 額                 0                 0                 0

税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額         5,123,043        13,054,571 　　　　　　　△　　　　　　　　　        7,931,528

当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額         5,123,043        13,054,571 　　　　　　　△　　　　　　　　　        7,931,528

一 般 正 味 財 産 期 首 残 高        87,167,861        74,113,290        13,054,571

一 般 正 味 財 産 期 末 残 高        92,290,904        87,167,861         5,123,043

Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部

当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額                 0                 0                 0

指 定 正 味 財 産 期 首 残 高                 0                 0                 0

指 定 正 味 財 産 期 末 残 高                 0                 0                 0

Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高        92,290,904        87,167,861         5,123,043

科 目 当 年 度 前 年 度 増 減

（単位：円）
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Ⅰ 一 般 正 味 財産増減の部

１ 経 常 増 減 の 部

(1) 経 常 収 益

① 特 定 資 産 運 用 益

特 定 資 産 受 取 利 息               0               0           2,729               0           2,729

② 受 取 会 費

三 重 県 猟 友 会 費               0               0       8,584,000               0       8,584,000

大 日 本 猟 友 会 費               0               0       7,761,300               0       7,761,300

③ 事 業 収 益

狩猟者登録事務等委託収入               0       3,795,000               0               0       3,795,000

指定管理鳥獣捕獲事業委託費収入      72,050,000               0               0               0      72,050,000

狩猟免許予備講習会収入               0       3,051,000               0               0       3,051,000

証紙売り捌き手数料収入               0         119,787               0               0         119,787

共 済 事 務 手 数 料 収 入               0               0          88,200               0          88,200

購 買 品 売 却 収 入               0       1,313,570               0               0       1,313,570

射 撃 大 会 収 入               0         172,000               0               0         172,000

④ 受 取 補 助 金 等

猟 友 会 活 動 助 成 金               0       1,049,000               0               0       1,049,000

狩猟事故防止事業助成金               0       1,238,000               0               0       1,238,000

狩猟等安全対策事業補助金       1,019,000               0               0               0       1,019,000

担 い 手 育 成助成金収入               0       1,200,000               0               0       1,200,000

⑤ 雑 収 益

受 取 利 息               0               0             472               0             472

雑 収 益               0         736,252         130,000               0         866,252

経 常 収 益 計      73,069,000      12,674,609      16,566,701               0     102,310,310

(2) 経 常 費 用

① 事 業 費

事 業 経 費

給 料 手 当       7,115,451       2,292,985               0               0       9,408,436

臨 時 雇 賃 金         336,453         712,734               0               0       1,049,187

退 職 給 付 費 用         268,800          89,600               0               0         358,400

法 定 福 利 費         616,051         200,216               0               0         816,267

旅 費 交 通 費       1,711,203       1,363,092               0               0       3,074,295

通 信 運 搬 費         493,001         209,205               0               0         702,206

会 議 費       1,274,715         703,412               0               0       1,978,127

減 価 償 却 費         512,908               0               0               0         512,908

消 耗 什 器 備 品 費         150,000               0               0               0         150,000

消 耗 品 費         759,669         148,593               0               0         908,262

物 品 購 買 費               0         775,198               0               0         775,198

印 刷 製 本 費         571,589         522,614               0               0       1,094,203

科 目 実施事業等会計 その他会計 法人会計 内部取引消去 総合計

令和  4 年  4 月  1 日から　令和  5 年  3 月 31 日まで

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表

（単位：円）
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広 告 宣 伝 費               0          30,000               0               0          30,000

図 書 研 修 費               0         530,200               0               0         530,200

保 険 料       1,859,760               0               0               0       1,859,760

諸 謝 金          50,474          50,476               0               0         100,950

租 税 公 課       2,921,143         367,594               0               0       3,288,737

支 払 リ ー ス 料          65,009         130,020               0               0         195,029

キ ジ 代         495,000               0               0               0         495,000

委 託 費      54,203,180               0               0               0      54,203,180

ク レ ー 代          28,500         110,000               0               0         138,500

狩 猟 等 安 全対策事業費         951,000               0               0               0         951,000

共 通 管 理 費         280,166         160,975               0               0         441,141

渉 外 費          34,866               0               0               0          34,866

事 業 費 計      74,698,938       8,396,914               0               0      83,095,852

② 管 理 費

給 料 手 当               0               0         926,496               0         926,496

臨 時 雇 賃 金               0               0          44,773               0          44,773

退 職 給 付 費 用               0               0          89,600               0          89,600

法 定 福 利 費               0               0         723,862               0         723,862

福 利 厚 生 費               0               0         601,924               0         601,924

旅 費 交 通 費               0               0         188,184               0         188,184

通 信 運 搬 費               0               0          64,393               0          64,393

会 議 費               0               0         122,352               0         122,352

減 価 償 却 費               0               0         302,776               0         302,776

消 耗 品 費               0               0          15,246               0          15,246

印 刷 製 本 費               0               0          14,895               0          14,895

図 書 研 修 費               0               0          88,660               0          88,660

保 険 料               0               0          88,980               0          88,980

諸 謝 金               0               0         151,430               0         151,430

租 税 公 課               0               0       1,942,563               0       1,942,563

支 払 リ ー ス 料               0               0          65,011               0          65,011

支 払 負 担 金               0               0         152,000               0         152,000

日 猟 支 払 負 担 金               0               0       7,761,300               0       7,761,300

支 払 寄 付 金               0               0         110,000               0         110,000

共 通 管 理 費               0               0         346,952               0         346,952

渉 外 費               0               0          78,388               0          78,388

雑 費               0               0         211,630               0         211,630

管 理 費 計               0               0      14,091,415               0      14,091,415

経 常 費 用 計      74,698,938       8,396,914      14,091,415               0      97,187,267

評価損益等調整前当期経常増減額 　　　　　△　　　　　　　　　      1,629,938       4,277,695       2,475,286               0       5,123,043

評 価 損 益 等 計               0               0               0               0               0

科 目 実施事業等会計 その他会計 法人会計 内部取引消去 総合計

（単位：円）
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当 期 経 常 増 減 額 　　　　　△　　　　　　　　　      1,629,938       4,277,695       2,475,286               0       5,123,043

２ 経 常 外 増 減 の 部

(1) 経 常 外 収 益

経 常 外 収 益 計               0               0               0               0               0

(2) 経 常 外 費 用

経 常 外 費 用 計               0               0               0               0               0

当 期 経 常 外 増 減 額               0               0               0               0               0

税引前当期一般正味財産増減額 　　　　　△　　　　　　　　　      1,629,938       4,277,695       2,475,286               0       5,123,043

当期一般正味財産増減額 　　　　　△　　　　　　　　　      1,629,938       4,277,695       2,475,286               0       5,123,043

一 般 正 味 財産期首残高 　　　　△　　　　　　　　　　     22,348,494      60,342,025      49,174,330               0      87,167,861

一 般 正 味 財産期末残高 　　　　△　　　　　　　　　　     23,978,432      64,619,720      51,649,616               0      92,290,904

Ⅱ 指 定 正 味 財産増減の部

当期指定正味財産増減額               0               0               0               0               0

指 定 正 味 財産期首残高               0               0               0               0               0

指 定 正 味 財産期末残高               0               0               0               0               0

Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高 　　　　△　　　　　　　　　　     23,978,432      64,619,720      51,649,616               0      92,290,904

科 目 実施事業等会計 その他会計 法人会計 内部取引消去 総合計

（単位：円）
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財 産 目 録

令和　 5 年  3 月 31 日 現在 （単位：円）

科 目 場 所 等 物 量 使 用 目 的 等 金 額

資 産 の 部Ⅰ

流 動 資 産１ 

現 金 ・ 預 金

現 金 手元保管             運転資金            66,417

普 通 預 金 百五銀行　県庁支店        1  口 運転資金        38,696,422

未 収 金 三重県        3  件 R4年度狩猟者登録事務の一部委託事業他        76,864,000

各支部             有害ラベル及び送料             4,520

職　員        2  名 R4.6月分市民税不足分             1,200

斡 旋 物 品 三重県猟友会事務局     2320  点 会員斡旋標識           118,283

未 収 消 費 税 等 津税務署             還付金         1,133,200

流 動 資 産 合 計       116,884,042

固 定 資 産２ 

特 定 資 産(1)

建 物 管 理 引 当 定 期 預 金 百五銀行　県庁支店       17  口 建物改修資金として管理されている預金        16,163,194

備 品 購 入 引 当 定 期 預 金 百五銀行　県庁支店       17  口 備品購入資金として管理されている預金         2,868,430

退 職 給 付 引 当 定 期 預 金 百五銀行　県庁支店       17  口 職員退職手当資金として管理されている         9,409,827

            預金

特 定 資 産 合 計        28,441,451

そ の 他 固 定 資 産(2)

建 物 津市桜橋１丁目１０４番の３    39.83  ㎡ 鉄筋コンクリート造弐階部分の区分所有         5,649,311

            建物であり、会議室及び事務室として使

            用している。改装工事費用含む

什 器 備 品 三重県猟友会事務局        3  台 パソコン、エアコン            78,100

建 物 付 属 設 備 津市桜橋１丁目１０４番の３             事務室及び会議室電気工事代           801,382

そ の 他 固 定 資 産 合 計         6,528,793

固 定 資 産 合 計        34,970,244

資 産 合 計       151,854,286

負 債 の 部Ⅱ

流 動 負 債１ 

未 払 金 津年金事務所他       11  件 社会保険料等の未払分        53,481,752

預 り 金 職員        2  件 源泉所得税の預り分            89,830

大日本猟友会             帽子、ベスト用品等預り金            33,500

大日本猟友会             政連預り金               800

流 動 負 債 合 計        53,605,882

固 定 負 債２ 

退 職 給 付 引 当 金 職員に対するもの             職員２名に対する退職金の支払いに備え         5,957,500

            たもの

固 定 負 債 合 計         5,957,500

負 債 合 計        59,563,382

正 味 財 産        92,290,904
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財務諸表に対する注記

１.重要な会計方針

　(１)棚卸資産の評価基準及び評価方法

　　・・・最終仕入原価法による原価法

　(２)固定資産の減価償却の方法

　　有形固定資産・・・定額法

　　無形固定資産・・・定額法

　(３)消費税等の会計処理

　　消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

２.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

　基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科　　目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

特定資産

建 物 管 理 引 当 定 期 預 金      15,661,510         501,684               0      16,163,194

備 品 購 入 引 当 定 期 預 金       2,768,159         100,271               0       2,868,430

退 職 給 付 引 当 定 期 預 金       8,909,818         500,009               0       9,409,827

合　　計      27,339,487       1,101,964               0      28,441,451

３.基本財産及び特定資産の財源等の内訳

　基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(単位：円)

科　　目 当期末残高 ( )うち指定正味財
産からの充当額 ( )うち一般正味財

産からの充当額 ( )　うち負債に　
　対応する額　

特定資産

建 物 管 理 引 当 定 期 預 金      16,163,194               0      16,163,194               0(               )

備 品 購 入 引 当 定 期 預 金       2,868,430               0       2,868,430               0(               )

退 職 給 付 引 当 定 期 預 金       9,409,827               0       9,409,827               0(               )

合　　計      28,441,451               0      28,441,451               0(               )(               )(               )

４.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

　固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科　　目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高

建 物      10,759,232       5,109,921       5,649,311

什 器 備 品         913,491         835,391          78,100

建 物 付 属 設 備         919,453         118,071         801,382

合　　計      12,592,176       6,063,383       6,528,793
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５.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

　補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

(単位：円)

補助金等の名称 交付者 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
貸借対照表上
の記載区分　

助成金                                                0               0               0               0

　猟友会活動助成金      大日本猟友会                  0       1,049,000       1,049,000               0

　鳥獣保護増殖事業助成金 大日本猟友会                  0               0               0               0

　狩猟事故防止事業助成金 大日本猟友会                  0       1,238,000       1,238,000               0

　担い手育成確保助成金  大日本猟友会                  0       1,200,000       1,200,000               0

補助金                                                0               0               0               0

　狩猟等安全対策事業費補助金  三重県                        0       1,019,000       1,019,000               0

合 　 　 計               0       4,506,000       4,506,000               0
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第２号議案  

 

令和５年度事業計画及び収支予算について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自 令和 ５年 ４月 １日 

 

至 令和 ６年 ３月３１日 
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令和５年度 事 業 計 画  

 

１．総務委員会 

 （１）総会・理事会の開催 

 （２）狩猟功労者の顕彰 

 （３）狩猟者登録事務の委託 

 （４）初心者狩猟免許取得予備講習会の開催 

 （５）県の行う狩猟免許試験、経験者狩猟免許更新講習会、猟銃等などの講習会への協力 

 （６）狩猟関係の現行諸制度改善の調査研究及び関係機関への要望活動 

 （７）県行政（自然環境、自然保護、森林施策等）への協力 

 （８）広報誌「猟友」の発行、配布 

 （９）狩猟事故共済、ハンター保険への加入促進 

 （10）鳥獣保護及び狩猟に関する一般県民への普及活動 

 （11）電波法の遵守の推進 

 （12）支部長会議の開催 

 （13）狩猟に関する資料の収集及び伝達、広報に関する事項 

 （14）その他委員会に属さない事項 

 

２．事故防止委員会 

 （１）狩猟事故防止の徹底と狩猟マナーの向上の推進 

 （２）射撃大会の開催 

 （３）猟銃用火薬類無許可譲受票の発行 

 （４）銃砲所持の安全管理と残火薬類の適正措置の推進 

 （５）狩猟指導員に関する事項 

 （６）その他狩猟事故防止に必要な事項 

 

３．自然環境対策委員会 

 （１）猟野全域における有害鳥獣捕獲への協力 

 （２）キジ放鳥の実施 

（３）狩猟環境の整備に関する関係機関への要望活動 

 （４）鳥獣食餌（実のなる木）植栽運動の実施 

 （５）保護区、休猟区、特定猟具使用禁止区域などの設定への協力 

 （６）その他鳥獣の保護増殖に必要な事項 
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Ⅰ一般正味財産増減の部

　1．経常増減の部

　（１）経常収益

　　①特定資産運用益

　　　　特定資産受取利息 1,500 1,500 0

　　②受取会費

　　　　三重県猟友会費 8,480,000 8,560,000 △ 80,000 網0  罠980　第１種1,100

　　　　大日本猟友会費 7,666,000 7,812,000 △ 146,000         

　　③事業収益

　　　　狩猟者登録事務等委託収入 3,510,000 3,558,600 △ 48,600 登録者3,000名

　　　　狩猟者狩猟免許予備講習会収入 2,920,000 2,920,000 0 受講者220名

　　　　証紙売り捌き手数料収入 108,000 108,000 0 3,000枚

　　　　共済事務手数料収入 90,000 90,000 0

　　　　購買品売却収入 3,100,000 2,900,000 200,000 狩猟読本・ラベル

　　　　射撃大会収入 240,000 160,000 80,000 60名

　　④受取補助金等

　　　　近畿連合大会助成金 3,000,000 0 3,000,000 射撃大会・総会

　　　　狩猟事故防止事業助成金 1,238,000 1,263,000 △ 25,000

　　　　担手育成確保助成金 1,200,000 1,308,000 △ 108,000 第1種新規・実務講習

　　　　猟友会活動助成金 1,049,000 1,067,000 △ 18,000

　　　　狩猟等安全対策事業補助金 950,000 1,100,000 △ 150,000 狩猟前射撃練習950名

　　③雑収益

　　　　受取利息 300 300 0

　　　　雑収益 700,000 900,000 △ 200,000 広告料・ハンター保険等

　経常収益計 34,252,800 31,748,400 2,504,400

　（２）経常費用

　　①事業費

　　　事業経費

　　　　給料手当 9,608,000 7,255,424 2,352,576 職員・役員

　　　　臨時雇賃金 810,000 1,000,000 △ 190,000 登録事務等

　　　　退職給付費用 336,000 0 336,000

　　　　福利厚生費 0 0 0

　　　　法定福利費 636,000 473,000 163,000 社会保険料  雇用保険

　　　　旅費交通費 1,615,000 2,262,000 △ 647,000 委員会　講習会等

　　　　通信運搬費 480,000 288,000 192,000

　　　　会議費 850,000 935,000 △ 85,000 委員会 講習会 射撃大会

　　　　消耗什器備品費 200,000 100,000 100,000 実のなる木

　　　　消耗品費 255,000 255,000 0

　　　　物品購買費 1,900,000 1,900,000 0 狩猟読本・ラベル

　　　　印刷制本費 340,000 340,000 0 会報印刷  コピー

　　　　広告宣伝費 800,000 200,000 600,000 ホームページ

　　　　図書研修費 432,000 432,000 0 講習会例題集等

　　　　保険料 20,000 20,000 0 役員傷害保険

　　　　租税公課 200,000 200,000 0 法人税等

　　　　支払リース料 204,000 204,000 0 事務機器

　　　　共通管理費 275,000 220,000 55,000 会館管理費

　　　　諸謝金 100,000 100,000 0 税理士　司法書士等

　　　　キジ代 400,000 400,000 0

　　　　委託費 100,000 100,000 0

　　　　クレー代 210,000 140,000 70,000 県猟友会射撃大会

　　　　狩猟等安全対策事業費 930,000 1,000,000 △ 70,000 狩猟前練習

　　　　雑費 54,000 54,000 0

　　事業費計 20,755,000 17,878,424 2,876,576

令和５年度 　　収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：円）

科　　　目 令和5年度 令和4年度 増減 備考
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科　　　目 令和5年度 令和4年度 増減 備考

　②管理費

　　　　給料手当 2,402,000 1,813,856 588,144 職員・役員

　　　　退職給付費用 84,000 0 84,000

　　　　臨時雇賃金 90,000 100,000 △ 10,000

　　　　法定福利費 564,000 627,000 △ 63,000

　　　　福利厚生費 60,000 40,000 20,000

　　　　旅費交通費 285,000 638,000 △ 353,000 総会　理事会等

　　　　通信運搬費 120,000 312,000 △ 192,000

　　　　減価償却費 117,000 117,000 0

　　　　会議費 150,000 165,000 △ 15,000 総会　理事会等

　　　　消耗品費 45,000 45,000 0

　　　　修繕費 100,000 100,000 0 事務所修理

　　　　印刷製本費 60,000 60,000 0

　　　　図書研修費 48,000 48,000 0

　　　　保険料 60,000 60,000 0 火災保険　役員傷害保険

　　　　諸謝金 150,000 150,000 0

　　　　租税公課 300,000 300,000 0

　　　　支払リース料 68,000 68,000 0

　　　　支払負担金 100,000 100,000 0

　　　　大日本支払負担金 7,666,000 7,812,000 △ 146,000 大日本猟友会費

　　　　共通管理費 275,000 330,000 △ 55,000

　　　　支払寄付金 10,000 10,000 0 募金

　　　　渉外費 100,000 100,000 0

　　　　雑費 6,000 6,000 0

　　管理費計 12,860,000 13,001,856 △ 141,856

　経常費用計 33,615,000 30,880,280 2,734,720

　　評価損益等調整前当期経常増減額 637,800 868,120 △ 230,320

　　評価損益等計

　　当期経常増減額 637,800 868,120 △ 230,320

２．経常外増減の部

（1）経常外収益

　　経常外収益計

（2）経常外費用

　　経常外費用計

　　　　当期経常外増減額

　　　　税引前一般正味財産増減額 637,800 868,120 △ 230,320

　　　　当期一般正味財産増減額

　　　　一般正味財産期首残高

　　　　一般正味財産期末残高

Ⅱ　指定正味財産増減の部

　　　　当期指定正味財産増減額

　　　　一般正味財産期首残高

　　　　一般正味財産期末残高 637,800 868,120 △ 230,320
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　　(単価：円）
実施事業 その他事業

鳥獣保護事業 事故防止事業

Ⅰ一般正味財産増減の部

　1．経常増減の部

　（１）経常収益

　　①特定資産運用益

　　　　特定資産受取利息 0 0 1,500 0 1,500

　　②受取会費

　　　　三重県猟友会費 0 0 8,480,000 0 8,480,000

　　　　大日本猟友会費 0 0 7,666,000 0 7,666,000

　　③事業収益

　　　　狩猟者登録事務等委託収入 0 3,510,000 0 0 3,510,000

　　　　狩猟者狩猟免許予備講習会収入 0 2,920,000 0 0 2,920,000

　　　　証紙売り捌き手数料収入 0 108,000 0 0 108,000

　　　　共済事務手数料収入 0 90,000 0 90,000

　　　　購買品売却収入 0 3,100,000 0 0 3,100,000

　　　　射撃大会収入 0 240,000 0 0 240,000

　　④受取補助金等

　　　　近畿連合大会助成金 2,300,000 700,000 3,000,000

　　　　狩猟事故防止事業助成金 0 1,238,000 0 0 1,238,000

　　　　担手育成確保助成金 1,200,000 0 0 0 1,200,000

　　　　猟友会活動助成金 0 1,049,000 0 0 1,049,000

　　　　狩猟等安全対策事業補助金 950,000 0 0 0 950,000

　　③雑収益

　　　　受取利息 0 0 300 0 300

　　　　雑収益 0 600,000 100,000 0 700,000

　経常収益計 2,150,000 15,065,000 17,037,800 0 34,252,800

　（２）経常費用

　　①事業費

　　　事業経費

　　　　給料手当 7,206,000 2,402,000 0 0 9,608,000

　　　　臨時雇賃金 540,000 270,000 0 0 810,000

　　　　退職給付費用 252,000 84,000 0 0 336,000

　　　　福利厚生費 0 0 0 0 0

　　　　法定福利費 480,000 156,000 0 0 636,000

　　　　旅費交通費 760,000 855,000 0 0 1,615,000

　　　　通信運搬費 240,000 240,000 0 0 480,000

　　　　会議費 300,000 550,000 0 0 850,000

　　　　消耗什器備品費 200,000 0 0 0 200,000

　　　　消耗品費 180,000 75,000 0 0 255,000

　　　　物品購買費 0 1,900,000 0 0 1,900,000

　　　　印刷制本費 60,000 280,000 0 0 340,000

　　　　広告宣伝費 800,000 0 0 800,000

　　　　図書研修費 0 432,000 0 0 432,000

　　　　保険料 8,000 12,000 0 0 20,000

　　　　租税公課 100,000 100,000 0 0 200,000

　　　　支払リース料 68,000 136,000 0 0 204,000

　　　　共通管理費 165,000 110,000 0 0 275,000

　　　　諸謝金 50,000 50,000 0 0 100,000

　　　　キジ代 400,000 0 0 0 400,000

　　　　委託費 100,000 0 0 0 100,000

　　　　クレー代 0 210,000 0 0 210,000

　　 　 狩猟等安全対策事業費 930,000 0 0 0 930,000

　　　　雑費 54,000 0 0 54,000

　　事業費計 12,039,000 8,716,000 0 0 20,755,000

　　令和５年度 収支予算書内訳表　令和5年４月１日から令和6年３月３１日まで

科　　　目 法　人 内部取引控除 合　計
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実施事業 その他事業
鳥獣保護事業 事故防止事業

科　　　目 法　人 内部取引控除 合　計

　②管理費

　　　　給料手当 0 0 2,402,000 0 2,402,000

　　　　退職給付費用 0 0 84,000 0 84,000

　　　　臨時雇賃金 0 0 90,000 0 90,000

　　　　法定福利費 0 0 564,000 0 564,000

　　　　福利厚生費 0 0 60,000 0 60,000

　　　　旅費交通費 0 0 285,000 0 285,000

　　　　通信運搬費 0 0 120,000 0 120,000

　　　　減価償却費 0 0 117,000 0 117,000

　　　　会議費 0 0 150,000 0 150,000

　　　　消耗品費 0 0 45,000 0 45,000

　　　　修繕費 0 0 100,000 0 100,000

　　　　印刷製本費 0 0 60,000 0 60,000

　　　　図書研修費 0 0 48,000 0 48,000

　　　　保険料 0 0 60,000 0 60,000

　　　　諸謝金 0 0 150,000 0 150,000

　　　　租税公課 0 0 300,000 0 300,000

　　　　支払リース料 0 0 68,000 0 68,000

　　　　支払負担金 0 0 100,000 0 100,000

　　　　大日本支払負担金 0 0 7,666,000 0 7,666,000

　　　　共通管理費 0 0 275,000 0 275,000

　　　　支払寄付金 0 0 10,000 0 10,000

　　　　渉外費 0 0 100,000 0 100,000

　　　　雑費 0 0 6,000 0 6,000

　　管理費計 0 0 12,860,000 0 12,860,000

　経常費用計 12,039,000 8,716,000 12,860,000 0 33,615,000

　　評価損益等調整前当期経常増減額 △ 9,889,000 6,349,000 4,177,800 0 637,800

　　評価損益等計 0 0 0 0 0

　　当期経常増減額 △ 9,889,000 6,349,000 4,177,800 0 637,800

２．経常外増減の部

（1）経常外収益

　　経常外収益計

（2）経常外費用

　　経常外費用計

　　　　当期経常外増減額

　　　　税引前一般正味財産増減額 △ 9,889,000 6,349,000 4,177,800 0 637,800

　　　　当期一般正味財産増減額 △ 9,889,000 6,349,000 4,177,800 0 637,800

　　　　一般正味財産期首残高

　　　　一般正味財産期末残高

Ⅱ　指定正味財産増減の部

　　　　当期指定正味財産増減額

　　　　一般正味財産期首残高

　　　　一般正味財産期末残高 0 0 0 0 0
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公益目的支出計画実施報告書について 
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R5.3.31

支部名 網 わな 第一種 第二種 合　計

桑名 0 19 24 4 47

いなべ 0 19 53 2 74

四日市 0 30 71 4 105

菰野 1 22 28 2 53

鈴鹿 0 4 51 4 59

亀山 0 34 41 1 76

津 0 163 139 6 308

松阪 0 98 121 3 222

多気 0 27 15 0 42

明和 0 2 13 1 16

大台 0 35 33 4 72

伊勢 0 21 84 0 105

鳥羽 0 22 29 1 52

志摩 0 55 49 3 107

南伊勢 0 31 49 0 80

度会 0 12 34 1 47

玉城 0 6 12 1 19

大紀 0 29 15 2 46

名張 0 57 38 4 99

伊賀 0 157 64 3 224

紀北 0 21 19 0 40

尾鷲 0 19 16 0 35

紀南 0 104 112 2 218

合計 1 987 1,110 48 2,146

年　度 網 わな 第一種 第二種 合　計

25年度 3 752 1,468 22 2,245

26年度 5 793 1,405 21 2,224

27年度 1 851 1,375 28 2,255

28年度 1 899 1,324 24 2,248

29年度 1 916 1,312 20 2,249

30年度 0 946 1,285 35 2,266

令和元年度 1 960 1,193 30 2,184

令和２年度 1 962 1,187 33 2,183

令和３年度 2 954 1,152 42 2,150

令和４年度 1 987 1,110 48 2,146

令和４年度　支部別会員数

会員数の推移
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一般社団法人三重県猟友会定款 

 

第 1章 総則 

（名称） 

第1条 この法人は、一般社団法人三重県猟友会と称する。 

（事務所） 

第2条 この法人は、主たる事務所を三重県津市に置く。 

 

第 2章 目的及び事業 

（目的） 

第3条 この法人は、狩猟知識の普及及び狩猟道徳の向上を通じて、有益鳥獣の保護及び 

鳥獣資源の確保並びに狩猟の適正化を図ることを目的とする。 

（事業） 

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 狩猟道徳及び狩猟技術の向上に関する事業 

(2) 有益鳥獣の保護及び増殖に関する事業 

(3) 鳥獣資源の調査研究及び活用に関する事業 

(4) 有害鳥獣の駆除に関する事業 

(5) 鳥獣行政への協力に関する事業 

(6) 狩猟免許取得希望者に対する予備講習会の実施等の普及事業 

(7) 講習会・射撃大会等による育成事業 

(8) 会員の各種申請事務の代行業務 

(9) 官公署から委託された事業並びに猟区に関する事業 

(10) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

第 3章 会員 

(会員の資格) 

第5条 この法人に次の会員を置く。 

(1) 正会員 

 理事会が承認する場合を除き、当法人の目的並びに事業内容の全部又は、同一又

は類似する組織に属さない者 

ア 銃会員 

猟銃又は空気銃の所持許可及び銃猟その他の狩猟免許を所持し、銃猟又は銃猟及

びその他の狩猟登録を行う個人 

イ わな会員 
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わな猟又はわな猟及びその他の狩猟免許を所持し、わな猟又はわな猟及び網猟の

狩猟登録を行う個人 

ウ 網会員 

網猟又は網猟及びその他の狩猟免許を所持し、網猟のみ狩猟登録を行う個人 

(2) 名誉会員  

この法人の発展に著しく貢献した個人で、総会で決議された個人 

2 前項の正会員のうち、原則 50人に 1人の割合で選出された代議員を一般社団法人及び

一般財団法人に関する法律（以下「法人法」という。）上の社員とする。また、端数の取扱

いについては理事会で定める。 

3 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要

な細則は理事会において定める。 

4 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候

補することができる。 

5 第 3項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有

する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。 

6 代議員の任期は選任の 2年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし、代

議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え（法

人法第 266条第 1項、第 268条、第 278条、第 284条）を提起している場合（法人法第

278条第 1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。）には、当該訴訟が終結

するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない（当該代議員は、役員の選任及び解

任（法人法第 63条及び第 70条）並びに定款変更（法人法第 146条）についての議決権を

有しないこととする）。 

7 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなる時に備えて補欠の代議員を選

挙することができる。補欠の代議員の任期は任期満了前に退任した代議員の任期の満了す

る時までとする。 

8 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。 

(1) 当該候補者が補欠の代議員である旨 

(2) 当該候補者を 1人又は 2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するとき

は、その旨及び当該特定の代議員の氏名 

(3) 同一の代議員（2 人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該 2 人

以上の代議員）につき 2 人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議

員相互間の優先順位 

9 第 7 項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後 2 年以内

に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 

10 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対し

て行使することができる。 
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(1) 法人法第 14条第 2項の権利（定款の閲覧等） 

(2) 法人法第 32条第 2項の権利（社員名簿の閲覧等） 

(3) 法人法第 57条第 4項の権利（社員総会の議事録の閲覧等） 

(4) 法人法第 50条第 6項の権利（社員の代理権証明書面等の閲覧等） 

(5) 法人法第 51条第 4項及び 52条第 5項の権利(議決権行使書面の閲覧等) 

(6) 法人法第 129条第 3項の権利（計算書類等の閲覧等） 

(7) 法人法第 229条第 2項の権利（清算法人の貸借対照表等の閲覧等） 

(8) 法人法第 246 条第 3 項、第 250 条第 3 項及び第 256 条第 3 項の権利（合併契約等

の閲覧等） 

11 法人法第 112条の規定については、社員を正会員と読み替えて適用する。 

(入会) 

第6条 この法人の会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出して、入 

会の申込みを行うものとする。 

2 入会は、会員総会において別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、 

これを本人に通知する。 

(入会金及び会費) 

第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、会員総会にお 

いて別に定める額を支払う義務を負う。 

2 会費の額及び納入方法については総会で定める。 

3 既に納めた会費は、退会したとき又は除名されたときには返金しない。 

4 会員は、本会から特別のサービスを受けた場合、受益に応じた手数料を支払う義務を負 

う。 

5 前項の特定のサービス及びその手数料の金額及び納入方法については理事会で定める。 

(任意退会) 

第8条 会員は、理事会で定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会する 

ことができる。 

(除名) 

第9条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議によって当該 

会員を除名することができる。 

(1) この定款その他の規則に違反したとき 

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき 

(3) その他除名すべき正当な事由があるとき 

2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員総会の 1週間前までに当該 

会員にその旨を通知し、かつ、会員総会において弁明する機会を与えなければならない。 

(会員資格の喪失) 

第10条 前 2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格 
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を喪失する。 

(1) 1年以上会費の納入がされなかったとき 

(2) 総会員が同意したとき 

(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき 

 

第 4章 会員総会 

（構成） 

第11条 会員総会は、全ての代議員をもって構成する。 

2 前項の会員総会をもって法人法上の社員総会とする。 

（権限） 

第12条 会員総会は、次の事項について決議する。 

(1) 入会の基準並びに入会金及び会費の額 

(2) 会員の除名 

(3) 理事及び監事（以下「役員」という。）の選任及び解任 

(4) 理事及び監事の報酬等の額 

(5) 事業計画書及び収支予算書の承認 

(6) 貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書並びに財産目録の承認 

(7) 定款の変更 

(8) 事業の全部又は一部の譲渡の承認 

(9) 解散及び残余財産の処分 

(10) その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

（開催） 

第13条 会員総会は、定時会員総会として毎事業年度終了後 3か月以内に 1回開催するほ 

か、臨時会員総会として必要がある場合に開催する。 

（招集） 

第14条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が 

招集する。 

2 総代議員の議決権の 10分の 1以上の議決権を有する代議員は、会長に対して、会員総 

会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。 

（議長） 

第15条 会員総会の議長は、当該会員総会において、出席した代議員の中から選出する。 

（議決権） 

第16条 会員総会における議決権は、代議員 1名につき 1個とする。 

（決議） 

第17条 会員総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席し 

た当該代議員の議決権の過半数をもって行う。 
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2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決 

権の 3分の 2以上に当たる多数をもって行う。 

(1) 会員の除名 

(2) 監事の解任 

(3) 定款の変更 

(4) 解散 

(5) その他法令で定められた事項 

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者に第 1項の決議を行わな 

ければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 20条に定める定数を上回る場合には、 

過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任す 

ることとする。 

4 会員総会に出席できない代議員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出 

して、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては前 3項の 

規定の適用については会員総会に出席したものとみなす。 

5 会員総会に出席できない代議員は、議決権行使書をもって議決権を行使することができ 

る。この場合においては、当該議決権の数を第 1項から第 3項までの出席した代議員の議 

決権の数に算入する。 

（決議の省略） 

第18条 代議員が会員総会の目的である事項につき提案をした場合において、当該提案に 

つき代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案 

を可決する旨の会員総会の決議があったものとみなす。この場合においては、その手続 

を理事会において定めるものとし、第 15条から前条までの規定は適用しない。 

（議事録） 

第19条 会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

2 議長及び当該会員総会において選任された議事録署名人 2人は、前項の議事録に記名押 

印する。 

3 議事録は、主たる事務所に 10年間備え置かなければならない。 

4 前条の規定により作成した会員総会の決議の省略の意思表示を記載した書面、第 17条 

第 4項の委任状その他の代理権を証明する書面及び第 17条第 5項の議決権行使書について 

は、前項の規定を準用する。 

 

第 5章 役員 

（役員の設置） 

第20条 この法人に、次の役員を置く。 

(1) 理事 5名以上 18名以内 

(2) 監事 3名以内 
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2 理事のうち 1名を会長、3名を副会長、1名を専務理事とする。 

3 前項の会長をもって法人法に規定する代表理事とし、副会長及び専務理事をもって同法 

に規定する業務執行理事とする。 

（役員の選任） 

第21条 理事及び監事は会員総会の決議によって選任する。 

2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 

3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか 1人及びその親族その他特殊の関係がある

者の合計数が、理事総数の 3分の 1を超えて含まれることになってはならない。 

4 監事はこの法人の理事又は使用人を兼ねることができない。 

（理事の職務及び権限） 

第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行す 

る。 

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行 

する。 

3 副会長及び専務理事は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担 

執行する。 

4 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に 4か月を超える間隔で 2回以上、自己の職 

務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 

（監事の職務及び権限） 

第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作 

成する。 

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財 

産の状況を調査することができる。 

（役員の任期） 

第24条 理事の任期は、選任後 2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定 

時会員総会の終結のときまでとする。 

2 監事の任期は、選任後 2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員 

総会の終結のときまでとする。 

3 前 2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任さ 

れた理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。 

4 理事又は監事については、再任を妨げない。 

5 理事又は監事が第 20条に定める定数に足りなくなるとき又は欠けたときは、任期の満 

了又は辞任より退任した後も、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、 

なお理事又は監事としての権利義務を有する。 

（役員の解任） 

第25条 理事及び監事は会員総会の決議によって解任することができる。 
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（報酬等） 

第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、会員 

総会において定める総額の範囲内において、報酬等の支給の基準に従って算定した額を 

報酬等として支給することができる。 

2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事には費用を弁償することができる。 

（損害賠償責任の免除） 

第27条 この法人は、法人法第 114条第 1項の規定により、任務を怠ったことによる理事 

又は監事（理事又は監事であった者を含む。）のこの法人に対する損害賠償責任を、法令 

の限度において理事会の決議によって免除することができる。 

2 この法人は、法人法第 115条第 1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任 

務を怠ったことによるこの法人に対する損害賠償責任を限定する契約を締結することがで 

きる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、同法第 113条第 1項に規定する最低責任 

限度額とする。 

（顧問及び参与） 

第28条 この法人に、顧問及び相談役を若干名置くことができる。 

2 顧問及び相談役は、理事会の推薦によって会長が委嘱する。 

3 顧問は、重要な会務について、会長の諮問に応じて意見を述べるものとする。 

4 相談役は、この法人の運営について、会長の諮問に応じて意見を述べるものとする。 

 

第 6章 理事会 

（構成） 

第29条 この法人に理事会を置く。 

2 理事会は、全ての理事をもって構成する。 

（権限） 

第30条 理事会は、次の職務を行う。 

(1) この法人の業務執行の決定 

(2) 理事の職務の執行の監督 

(3) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職 

（招集） 

第31条 理事会は会長が招集する。 

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、原則として副会長が理事会を招集する。 

（議長） 

第32条 理事会の議長は、会長とする。 

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、原則として副会長が理事会の議長とな

る。 
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（決議） 

第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数 

が出席し、その過半数をもって行う。 

2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合 

において、理事の全員が当該提案について書面により同意の意思表示をしたときは、その 

提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述 

べたときはこの限りでない。 

3 理事、監事が理事又は監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、 

当該事項を理事会へ報告することを要しない。 

4 前項の規定は、第 22条第 4項に規定する報告については適用しない。 

（議事録） 

第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、代表理事の選定 

を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。 

3 第 1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に 10年間備え置かなければなら 

ない。 

4 前条第 2項の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記載した書面につい 

ては前項の規定を準用する。 

 

第 7章 資産及び会計 

（資産） 

第35条 この法人の資産は、次に揚げるものをもって構成し、理事会の定める方法に従っ 

て会長が管理する。 

(1) 設立当初寄付された財産 

(2) 会費 

(3) 交付金及び補助金 

(4) 事業に伴う収入 

(5) その他の雑収入 

（経費の支弁） 

第36条 この法人の経費は、この法人の資産をもって支弁する。 

（事業年度） 

第37条 この法人の事業年度は、毎年 4月 1日に始まり、翌年 3月 31日に終わる。 

（事業計画及び収支予算） 

第38条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日 

までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同

様とする。 
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2 前項の書類については主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一 

般の閲覧に供するものとする。 

（事業報告及び決算） 

第39条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後 3か月以内に、会長 

が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 

この場合において、第 1号、第 3号、第 4号及び第 5号の書類については、定時会員総 

会に提出し、第 1号及び第 3号の書類についてはその内容を報告し、第 4号及び第 5号 

の書類については承認を受けなければならない。 

(1) 事業報告 

(2) 事業報告の附属明細書 

(3) 公益目的支出計画実施報告書 

(4) 貸借対照表 

(5) 正味財産増減計算書 

(6) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書 

2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に 5年間備え置くものとする。これらのう 

ち公益目的支出計画実施報告書については、一般の閲覧に供するものとする。 

3 定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。 

4 貸借対照表は定時会員総会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。 

 

第 8章 定款の変更及び解散 

（定款の変更） 

第40条 この定款は会員総会の決議によって変更することができる。 

（解散） 

第41条 この法人は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 

（残余財産の帰属） 

第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、 

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5条第 17号に掲げる法人又は国

若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 

（剰余金の処分制限） 

第43条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。 

 

第 9章 公告の方法 

（公告） 

第44条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。 

 

第 10章 事務局その他 
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（事務局） 

第45条 この法人に事務局を置く。 

2 職員の任免は会長が行う。 

3 事務局の組織、内部管理に必要な規則その他については、理事会が定める。 

（委任） 

第46条 この定款に定めるもののほか、この定款の実施のための手続き及びその他必要な

事項は、理事会の決議を経て、会長が定める。 

 

附則 

1 この定款は、法人法及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に 

伴う関係法律の整備等に関する法律（以下「整備法」という。）第 121条第 1項において読 

み替えて準用する同法第 106条第 1項に定める一般法人の設立の登記から施行する。 

2 整備法第 121条第 1項において読み替えて準用する同法第 106条第 1項に定める特例 

民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第 37条の規定にかかわ 

らず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日 

とする。 

3 この法人の最初の代表理事は次に掲げる者とする。 

 

会長 

（代表理事） 
中垣 和穂 

 

附則 

 この定款は、平成 24年 4月 1日から施行する。 

附則 

 平成 29年 6月 13日一部改正 
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